
Ⅰ 点検実施状況
及び修繕着手等の状況
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１．道路メンテナンスの点検修繕実施状況と
課題について
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道路のメンテナンスに関する取り組みの経緯

○ 笹子トンネル天井板落下事故［H24.12.2］

○ 道路法の改正［H25.6］
点検基準の法定化、国による修繕等代行制度創設

○ 定期点検に関する省令・告示公布［H26.3.31］
5年に1回、近接目視による点検

● 定期点検 ２巡目（H31～R5）

● 定期点検 ３巡目（R6～）

● 定期点検 １巡目（H26～H30）

○ 定期点検要領通知［H31.2.28］
定期点検の質を確保しつつ、実施内容を合理化
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橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）

○全道路管理者の３巡目（2024年度）の点検実施状況は、橋梁：18％、トンネル：17％、道路附属物等※ ：18％と

なっており、２巡目１年目を上回り着実に進捗している。

○ 全道路管理者の３巡目（2024年度）の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）

の割合は、橋梁：7％、トンネル：24％、道路附属物等：9％ ※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

３巡目（2024年度）の点検実施状況

※（ ）内は、 2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※（ ）内は、 2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

３巡目（2024年度）の点検結果

状態判定区分

構造物の機能に支障が生じていない状態。健全Ⅰ

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。
予防保全段階Ⅱ

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。
早期措置段階Ⅲ

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。
緊急措置段階Ⅳ
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出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より4



○ ２巡目（2019年度～2023年度）の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態
（区分Ⅳ）と判定された橋梁のうち、修繕等の措置に着手した割合は、2024年度末時点で国土交通省：78％、
高速道路会社：61％、地方公共団体：58％、完了した割合は、国土交通省：36％、高速道路会社：34％、地方
公共団体：32％

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしているが、地方公共団体にお
いて５年以上経過していても措置に着手できていない橋梁は約２割ある。

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況
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２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況

○ ２巡目（2019年度～2023年度）の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態
（区分Ⅳ）と判定されたトンネルのうち、修繕等の措置に着手した割合は、2024年度末時点で国土交通省：77
％、高速道路会社：63％、地方公共団体：71％、完了した割合は、国土交通省：43％、高速道路会社：47％、
地方公共団体：44％

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳであるトンネルは次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしているが、地方公共団体
において５年以上経過していても措置に着手できていないトンネルは約１割ある。
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判定区分Ⅳの橋梁の措置状況《全国》

○ ２０２４年度末までに緊急に措置を講ずべき状態（区分Ⅳ）と判定された施設の措置状況のうち、撤去・廃止
の割合は、２０２４年度末時点で、橋梁：43％、トンネル：44％、道路付属物等：32％です。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より

○判定区分Ⅳの橋梁の措置状況(完了済・予定のものを含む)
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橋梁個別施設計画の策定状況（2023年度末時点）《全国》

○ 国のインフラ長寿命化基本計画（2013年）では2020年頃までの長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定を目標
としていますが、2024年度末時点で計画を策定していない地方公共団体が4団体あり、策定済みで公表していな
い地方公共団体は58団体あります。
○ 修繕の時期や内容を橋梁毎に示していない計画となっている地方公共団体は5団体。
○ また、計画の策定後に点検結果を反映するなど計画の更新を行っていない地方公共団体は25団体。
○ 橋梁等の老朽化対策を計画的・効率的に進めるためにも、長寿命化修繕計画を策定するとともに、点検結果を踏ま
え、更新を行うことが重要です。

出典：道路メンテナンス年報より（令和7年8月）8



点検実施者の保有資格の状況《全国》

○ 2024年度に地方公共団体が実施した橋梁点検のうち、職員自らが点検（直営点検）を実施した割合は15%となって
います。

○ 直営点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修※1 を受講又は資格※2を保有している割合は49%、
研修・資格ともになしは51%となっています。
○ 委託点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修を受講又は資格を保有している割合は95%、研修・
資格ともになしは5%となっています。
○ 点検の精度向上するためには研修受講、資格の活用など点検技術の向上を図る必要があります。

※2024年度に点検を実施した施設のうち、報告があった109,089橋
を対象に橋梁数ベースで算出。（右図も同様）

○ 2024 点検実施橋梁の直営点検と委託点検の割合 ○ 点検実施者の保有資格や研修受講歴

出典：道路メンテナンス年報より（令和7年8月）9



２．九州、福岡県の点検実施状況
及び修繕着手率
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○九州の全道路管理者の２０２４年度の点検実施状況は橋梁９９．５％、トンネル９９．２％、道路附属物９８．４％。

〇九州全道路管理者の２０２４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の

割合は、橋梁：６％、トンネル：２２％、道路附属物：１０％。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和６年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数
（撤去された施設や上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

２巡目点検の点検実施状況（九州版）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は2巡目に点検を実施した施設数

橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分 《九州》

２巡目点検の点検結果（九州版）
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○九州の全道路管理者の２０２４年度の点検実施状況は橋梁９９．６％、トンネル９９．３％、道路附属物９９．５％。

〇九州全道路管理者の２０２４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の

割合は、橋梁：５％、トンネル：８％、道路附属物：１０％。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和６年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数
（撤去された施設や上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

２巡目点検の点検実施状況（福岡県版）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は2巡目に点検を実施した施設数

橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分《福岡県》

２巡目点検の点検結果（福岡県版）
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○九州全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検実施状況は橋梁19％、トンネル19％、道路附属物※：24％と

なっており、2巡目1年目を上回り着実に進捗している。

〇九州全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分

Ⅲ・Ⅳ）の割合は、橋梁：6％、トンネル：19％、道路附属物：7％。※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

３巡目点検の点検実施状況（九州版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）《九州》

３巡目点検の点検結果（九州版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

2024年度 2巡目点検（実績）
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○福岡県全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検実施状況は橋梁19％、トンネル32％、道路附属物※：
21％となっており、2巡目1年目を上回り着実に進捗している。
○福岡県全道路管理者の3巡目(2024年度)の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区
分Ⅲ・Ⅳ）の割合は、橋梁：4％、トンネル：10％、道路附属物：8％。
※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

３巡目点検の点検実施状況（福岡県版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）《福岡県》

３巡目点検の点検結果（福岡県版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

2024年度 2巡目点検（実績）
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橋梁、トンネル等の判定区分状況《九州・福岡県》

○福岡県の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）が5％（１，４６６
橋） 、 緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が０.０２％（５橋）

○トンネルでは判定区分Ⅲが８％（１２施設）
○道路附属物等では判定区分Ⅲが１０％（１０７施設）

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

２巡目点検（２０２４年度時点）の判定区分割合（全道路管理者合計）

九
州

福
岡
県

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度から令和６年度に点検を実施した施設数
（令和６年度末時点で診断中の施設を除く） 15



橋梁、トンネル等の判定区分状況《九州・福岡県》

○福岡県の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）が４％、 緊急に措
置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が０.０２％

○トンネルでは判定区分Ⅲが１０％
〇道路附属物等では判定区分Ⅲが８％

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

３巡目点検（２０２４年度時点）の判定区分割合（全道路管理者合計）

九
州

福
岡
県

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度から令和６年度に点検を実施した施設数
（令和６年度末時点で診断中の施設を除く） 16



○福岡県の橋梁において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに措置を講ずべき施設
（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、国土交通省管理：１００％、地方公共団体管
理：９９％（うち市町村管理：９９％）。　修繕が完了した割合は、国土交通省管理：９９％、地
方公共団体管理：８３％（うち市町村管理：９０％）

■九州

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施
設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和６年度末時点）

■ 福岡県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成17



○福岡県のトンネルにおいて、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに措置を講ずべ
き施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、国土交通省管理：１００％、地方公
共団体管理：１００％（うち市町村管理：０％）。　修繕が完了した割合は、国土交通省管理：
１００％、地方公共団体管理：８８％（うち市町村管理：０％）

■九州

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施
設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和６年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

■福岡県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》
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○福岡県の道路附属物において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに措置を講ず
べき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、国土交通省管理：１００％、地方
公共団体管理：１００％（うち市町村管理：１００％）。　修繕が完了した割合は、国土交通省
管理：１００％、地方公共団体管理：７９％（うち市町村管理：８０％）

■九州

※平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施
設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和６年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

■福岡県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物の修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》
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※1. ２巡目（2019 年度～2023 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2024 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定された橋梁のうち修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：９８％、地方公共団体管理：６９％（うち市町村管
理：８０％）。修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：５５％、地方公共団体管理：３９％（うち市町村管理：６０％）

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況 《九州・福岡県》
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※1. ２巡目（2019 年度～2023 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2024 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定されたトンネルのうち、修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：６３％（うち市町
村管理：０％）。　修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：５０％（うち市町村管理：０％）

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》
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■九州 ■福岡県
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※1. ２巡目（2019 年度～2023 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2024 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分
Ⅳ）と判定された道路附属物のうち、修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：１００％、地方公共団体
管理：４９％（うち市町村管理：４３％）。　修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：３９％、地方公共団体管
理：２０％（うち市町村管理：０％）

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物の修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》
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■九州 ■福岡県

22



○３巡目点検（2024年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定された橋梁のうち修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：９％、地方公共団体管理：２％（うち市町
村管理：２％）。　修繕が完了した割合は、国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：１％（うち市町村管理：
２％）

３巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況≪九州・福岡県≫

＜九州＞ ＜福岡県＞

23



○３巡目点検（2024年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判定された
トンネルのうち、修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：

０％）。　修繕が完了した割合は、国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％）

３巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況≪九州・福岡県≫

＜九州＞ ＜福岡県＞
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３巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物の修繕等措置の実施状況≪九州・福岡県≫

＜九州＞ ＜福岡県＞

○３巡目点検（2024年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と
判定された道路附属物のうち修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：２９％、地方公共団体管理：０％
（うち市町村管理：０％）。　修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：７％、地方公共団体管理：０％（うち市
町村管理：０％）
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Ⅱ 点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について

1
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１．点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について
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道路メンテナンス事業補助制度

制度概要

対象構造物

道路の点検結果を踏まえ策定される長寿命化修繕計画に基づき実施される
道路メンテナンス事業に対し、計画的かつ集中的な支援を実施するもの

国費：５．５／１０×δ （δ：財政力指数に応じた引上率）

橋梁、トンネル、道路附属物等（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識）

対象事業 修繕、更新、撤去

地方公共団体は、長寿命化修繕計画（個別施設計画）を策定
橋梁、トンネル、道路附属物等の個別施設毎に記載された計画に位置づけられた
道路メンテナンス事業を支援

国庫債務負担行為を可能とし、効率的な施工（発注）の実施と工事の平準化を図る

※撤去は集約に伴う構造物の撤去や横断する道路施設等の安全の確保のための構造物の撤去、治水効果の高い橋梁の撤去を実施す
るもの

※修繕、更新、撤去の計画的な実施にあたり必要となる点検、計画の策定及び更新を含む
※集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果を長寿命化修繕計画に記載（R8年度から適用）

優先支援事業

（R７年度）

長寿命化修繕計画

【トンネル】 【道路附属物等】【橋梁】

○○市
橋梁

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】
記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）国費率

国庫債務負担行為の活用

事業イメージ
○○市
トンネル

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】
記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）

○○市
道路附属物等
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】
記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）

・新技術等を活用する事業※1

・長寿命化修繕計画に短期的な数値目標※2及びそのコスト縮減効果を記載した自治体の事業

・ 『地域インフラ群再生戦略マネジメント』※3のモデル地域において広域連携により実施する事業
※1 コスト縮減や事業の効率化等を目的に新技術等を活用する事業のうち、試算などにより効果を明確にしている事業
※2「集約・撤去」または「新技術等の活用」に関する数値目標
※3 広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉え、総合的かつ多角的な視点から戦略的に地域のインフラをマネジメントするもの
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道路メンテナンス事業補助制度における優先的な支援（R７年度）

優先支援① 「新技術等の活用促進」

従来 新技術

ボートによる近接目視 点検ロボットカメラによる写真撮影

コスト縮減や事業の効率化等を目的に新技術等を活用する事業のうち、試算な
どにより効果を明確にしている事業

優先支援② 「実効性ある長寿命化修繕計画の策定促進」

優先支援対象

長寿命化修繕計画において「集約・撤去」や「新技術等の活用」に関する短期
的な数値目標及びそのコスト縮減効果を記載した自治体の事業

優先支援対象

背景・概要 今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化が進行する道路施設に対応するためには、新技術等の活
用促進、実効性のある長寿命化修繕計画の策定促進および『地域インフラ群再生戦略マネジメント』の取組促進を図る必要があることから、道路メン
テナンス事業補助制度において優先的な支援を実施。

令和2年度点検の結果、迂回路が存在し集約が可能と考えられる3橋のうち
判定区分Ⅲとなった1橋について、今後、周辺状況や利用調査を基に、令和
7年度までの集約化・撤去を目指すことで、更新時期を迎える令和17年度ま
でに必要となる費用を約6割程度縮減することを目指します。

集約化・撤去

2025年（令和7年）までの5年間に、定期点検を実施する橋梁3橋については、
長大河川及び水面部、又は高橋脚等の損傷確認で、費用の縮減や事業の
効率化等の効果が見込まれる新技術（あるいは新技術に類する技術）を活
用し、200万円のコスト縮減を目指します。

新技術等
の活用

【新技術等の活用】
（例）
令和7年度までに、管理する橋梁の内
○○橋で新技術を活用し、従来技術
を活用した場合と比較して○千万円の
コスト縮減を目指す。

【集約化・撤去】
（例）
以下の取組を実施することで、令和7年度
までに○○千万円のコスト縮減を目指す
• 令和5年度までに、迂回路が存在し交
通量の少ない○橋の集約化・撤去を目
指す

【記載事例】
具体的な取り組み内容や期間、数値目標の記載

近接･野帳の記入が必要 近接･野帳の記入が不要

・点検ロボットカメラによる写真撮影と画
像処理による損傷図作成

・橋上や地上から損傷の把握が可能で
あり、損傷状況スケッチ・野帳への記入、
損傷図作成に係るコストや施工期間の
縮減、安全性の向上が図られる

※「点検支援技術性能カタログ(案)」に掲載されている技術等の活用

○○市
橋梁

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）

優先支援③ 「 『地域インフラ群再生戦略マネジメント』の取組促進」

優先支援対象

『地域インフラ群再生戦略マネジメント
※1』のモデル地域※2において広域連携
により実施する事業

※1 『地域インフラ群再生戦略マネジメン
ト』（以下、群マネ）とは、広域・複数・多
分野のインフラを「群」として捉え、総合
的かつ多角的な視点から戦略的に地
域のインフラをマネジメントするもの。

※2 群マネの取組を全国的に展開していく
ため、地方公共団体を対象にモデル
地域の公募を行い、令和５年12月1日
に選定された地域。一つの市区町村がリードし、複数市区町村で連携 都道府県がリードし、管内の市区町村と連携29



◇ 地域の防災・減災、安全を実現する「整備計画」に基づく地方主体の次の取組につい
て、基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総
合的・一体的に支援。

※ 計画期間 ３～５年
※ 地方公共団体が単独で、又は共同して整備計画を策定
※ 地域の防災性・安全性の向上を測るアウトカム指標を掲げる。

・ 地域における事前防災・減災対策
※ インフラや住宅・建築物の耐震化、堤防・岸壁の緊急対策、避難地や防災拠点等となる都市公園の整備 等

・ 地域における老朽化対策
※ 総点検を踏まえたインフラ長寿命化計画の推進 等

・ 地域における生活空間の安全確保
※ 通学路の交通安全対策、ブロック塀の耐震化、歩道・公園施設等の公共空間のバリアフリー化等

防災 ・安全交付金
令和６年度当初予算： 8,707億円
令和７年度当初予算： 8,470億円

概 要
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防災・安全交付金による集中的支援
【地域における事前防災・減災対策】

防災・安全交付金を活用し、地震・津波や頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減災対策を
支援。

31



住宅・建築物の耐震化

・ 避難路沿道等の住宅・建築物の耐震化
の促進

避難所、劇場等の天井の耐震化 公営住宅の耐震化

▲外付けフレーム耐震補強

○天井脱落の被害事例

音楽ホール体育館

防災・安全交付金による集中的支援
【地域における事前防災・減災対策】

切迫する南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の発生時における地震被害の軽減を図るため、防災・安全交
付金を活用し、密集市街地の防災性の向上、住宅・建築物等の耐震化等に対し支援。

エレベーターの安全確保

・ 既設エレベーターの防災対策改修※の支援
※地震時管制運転装置の設置、主要機器の耐震補強措置、
戸開走行保護装置の設置、釣合おもりの脱落防止対策、
主要な支持部分の耐震化、リスタート運転機能の追加、
自動診断・仮復旧運転機能の追加

地震時管制
運転装置の設置

Ｐ波を感知し、
最寄り階に自動
運転し、乗客を
エレベーター外
に避難させる

主要機器の耐震補強措置

（綱車からのロープの
はずれ防止措置の例）

（昇降路内突出物へのロープ
等の絡まり防止措置の例）
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防災・安全交付金を活用し、老朽化した社会資本等の総点検、それを踏まえた緊急対策、長寿命化等
戦略的維持管理・更新の実施を支援。

防災・安全交付金による集中的支援
【地域における老朽化対策】

◆下水道施設の老朽化対策

更生工法
による対策

テレビカメラによる
管路の点検・調査

下水道施設の老朽化対策

都市公園施設の老朽化対策

◆都市公園施設の老朽化対策

施工前 施工後

老朽化した園路の改修緊急対策が必要な施設の例

◆公営住宅等の老朽化対策

老朽化した公営住宅を更新し安全・安心な住宅ストックを確保

建替

公営住宅等の老朽化対策
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防災・安全交付金による集中的支援
【地域における生活空間の安全確保】

防災・安全交付金を活用し、地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策や通学路等の生活空間にお
ける交通安全対策等の実施を支援。

老朽建築物の除却や延焼防止性能の高い建築物への建替え

≪地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策≫ ≪子供の移動経路等の生活空間における交通安全対策≫

延焼を抑制し避難路となる道路や避難場所となる公園・広場等の整備

○災害時にも地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する事業
のうち、早期の効果発現が見込める事業

法面法枠工重要物流道路の代替路や補完路の道路整備

歩道拡幅・ユニバーサルデザイン化

○重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点(備蓄基地・総合病院等)
への補完路として、国土交通大臣が指定した道路の整備事業

⇒ビッグデータを活用した生活道路対策に
対して特に重点的に配分

○通学路交通安全プログラムに基づく
交通安全対策

○未就学児が日常的に集団で移動する
経路における交通安全対策

○鉄道との結節点における歩行空間の
ユニバーサルデザイン化

⇒ナショナルサイクルルートにおける自転車
通行空間整備に対して特に重点的に配分

○地方版自転車活用推進計画に基づく
自転車通行空間整備

自転車通行空間の整備

≪国土強靱化地域計画に基づく事業（防災・減災）≫

雪崩防止柵
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公共施設等適正管理推進事業債（⾧寿命化事業）の概要（道路事業）

地方公共団体において、道路の適正な管理を推進するために実施される地方単独事業につ
いて、地方財政措置を講じるもの

制度概要

対象となる道路事業

インフラ⾧寿命化計画等を踏まえて、補助事業や社会資本整備総合交付金事業と一体として
実施される以下の事業
①舗装の表層に係る補修（例:切削、オーバーレイ、路上再生等）
②小規模構造物の補修・更新
（例:道路照明施設､道路標識､防護柵､防雪柵､側溝､機械設備､小型擁壁､カルバート（大型を除く）等）
③法面・斜面の小規模対策工（例:落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工、土留工等）

※簡易アスファルト舗装（全層）を含む

＜舗装のオーバーレイ＞ ＜防護柵の取替＞

※事業費は、一体的に実施する補助事業等と概ね同程度まで＜落石防止柵の取替＞

地方財政措置

起債 90% 一般財源

10%

実質的な地方負担
55~73%

元利償還金に対する
交付税措置30～50%
（財政力に応じて）

充当率90%
元利償還金に対する交付税措置率30~50%
（財政力に応じて）

R４から変更なし
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緊急自然災害防止対策事業債の概要（道路事業）

地方公共団体において、災害の発生予防・拡大防止のために実施される地方単独事業につ
いて、地方財政措置を講じるもの

制度概要

対象となる道路事業

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」と連携して実施される以下の事業
①道路の法面・盛土の土砂災害防止対策
（例:落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工、土留工等）
② 道路施設（小規模構造物等）の予防保全のための対策
（例:防雪柵、側溝、機械設備、小型擁壁等の対策、舗装の表層に係る対策等）
③ 渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策
（例:橋梁・道路の洗掘・流失対策）
④ 道路における無停電設備等に関する対策（例:機械設備の整備、道路照明のLED化等）
⑤ 大雪時の車両滞留危険箇所に関する対策（例:防雪施設、消融雪施設、除雪機械等の整備等）

＜落石防止柵の設置＞

起債 100%

地方財政措置

元利償還金に対する
交付税措置70%

実質的な地方負担 30%

充当率100%
元利償還金に対する交付税措置率70%

R４から変更なし
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２．九州地方整備局の自治体支援
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○ 地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設につ
いて、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテナンス
技術集団」による直轄診断を実施。

○ 診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、道路メンテナンス事業補助等を実施。

R７
年度

樋島大橋（熊本県上天草市） 修繕代行事業

直轄診断・修繕代行について
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直轄診断実施箇所の選定基準

○直轄診断の実施箇所は、以下の①～④の選定基準をすべて満たすものを対象

①当該施設の点検・診断・修繕に関し、複雑な構造を有する場合、劣化損傷の形態
が特異な場合などの理由により高度な技術力等を要すること

例えば、以下のような構造物

・吊り橋、斜張橋、アーチ橋、長大橋等の特殊な構造物・大規模構造物
・急峻な谷間に存在するなど、高度な機械力を要する構造物
・アルカリ骨材反応、塩害、疲労破壊などの損傷が著しく、診断・修繕に高度な
技術力を要する構造物
・建設後５０年以上を経過し、劣化度合いが深刻であるとともに、建設時の設計、
施工方法等の詳細が不明な構造物

②上記に対し、当該地方公共団体の技術力が十分とは言えないこと

③当該施設が社会的に影響の大きな路線に位置するもの

④地方公共団体自らが実施した点検・診断結果を踏まえ、当該施設に関して早期の
対策が必要と判断されること。
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直轄診断・修繕代行（呼子大橋：佐賀）

○佐賀県唐津市が管理する呼子大橋（ＰＣ箱桁橋・ＰＣ斜張橋、橋長７２８ｍ）において、
平成２７年度に九州で初めての直轄診断を実施し、平成２８年度より修繕代行に着手

【呼子大橋の概要】

所在地：佐賀県唐津市呼子町殿之浦
路 線：市道呼子大橋線
供用年：１９８９年（平成元年）

2500001210001100

V.C.L=250000

100

主橋部　494.25m

121000 1150100 100

取付橋部　233.60m

139960 93240100

橋長　727.85m

A2

P7
P6P5P4P3P2P1

A1

側面図
本土側 加部島側

斜張橋部断面図

道路メンテナンス技術集団による現地調査 唐津市副市長等への
調査状況報告

4▲呼子大橋全景写真 40



直轄診断・修繕代行（天大橋：鹿児島）

○鹿児島県薩摩川内市が管理する天大橋（橋長５１８ｍ）において、平成３０年度に直轄
診断を実施し、令和元年度に修繕代行新規事業化

○令和７年３月に薩摩川内市へ引き渡し完了

側面図

標準断面図至

出
水
市

至 薩摩郡

至 鹿児島市

N

薩摩川内市役所

薩摩川内
消防局

薩摩川内
警察署

天大橋

川内駅

修繕代行事業（P4～P12） L=329m

所在地：鹿児島県薩摩川内市平佐町
路 線：市道 隈之城高城線
供用年：１９８４年（昭和５９年）

▲直轄診断（H31.2.18） ▲上部工（床版下面）の
ひび割れ

▲中央ヒンジ部の垂れ下がり
▲天大橋全景写真 41



直轄診断・修繕代行（樋島大橋：熊本）

○ 熊本県上天草市が管理する樋島大橋（橋長２９０ｍ）において、
令和７年度より修繕代行新規事業化

側面図

標準断面図

所在地：熊本県上天草市龍ヶ岳町
路 線：市道坊主島下桶川線
供用年：１９７２年（昭和４７年）

▲道路メンテナンス技術集団による現地調査 ▲上天草市長等への
調査状況報告 6

▲樋島大橋全景写真
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溝橋の定期点検実務講習会の開催について （R1からの継続）
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点検支援技術活用講習会の開催について （R1からの継続）
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点検支援技術等体験研修会

実 施 日：令和６年２月１６日（金）
実施場所：レゾナックドーム大分（大分県大分市）

参 加 者：
行政機関（県・市町村等） ４４名
大分県建設技術センター ５名
測量設計コンサルタンツ協会 ２６名 計７５名

←点検支援技術
の紹介

↑
展示・体験会

研修会
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Ⅲ 規約の改正

1
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１．規約の改正

47



 

福岡県道路メンテナンス会議 規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、「福岡県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、福岡県内の各道路管理者が

相互に連絡調整を行うことにより、適切な道路施設の保全を行い、円滑な道路管理の促進を

図ることを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。 

道路施設の維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に関すること。 

（１）道路施設の点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関すること。 

（２）道路施設の維持管理技術に関すること。 

（３）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。 

 

（組 織） 

第４条 会議は、別表—１に定める福岡県内の各道路管理者で構成するものとする。 

  ２．会議には、会長及び副会長を置くものとし会長は九州地方整備局福岡国道事務所長、副会

長は九州地方整備局北九州国道事務所長、九州地方整備局有明海沿岸国道事務所長、福岡県県

土整備部道路維持課長、福岡市道路下水道局管理部長、北九州市都市整備局道路部長、西日本

高速道路株式会社九州支社久留米高速道路事務所長及び北九州高速道路事務所長とする。 

  ３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。 

  ４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

  ５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。 

  

（専門部会） 

第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置することができ

るものとする。 

  ２．「専門部会」として、『福岡県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会』、『福岡

県跨道橋連絡会議』、『福岡県道路鉄道連絡会議』、『福岡県技術検討部会』、『福岡県地下占用物

連絡会議』を置く。 

   

（幹事会） 

第６条 会議には、幹事会を置く。 

幹事会は、別表—２に定める道路管理者で構成し、次の事項にかかる事務をつかさどる。 

（１） 会議における協議議題の調整 

（２） 規約の策定・改正・廃止等に係る調整       

（３） その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整 

 

（事務局） 

第７条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、九州地方整備局 福岡国道事務所 管理第二課、九州地方整備局 北九州国道事務

所 管理第二課、九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所 管理課、福岡県 県土整備部 道路維

持課、福岡市 道路下水道局 管理部 道路維持課、北九州市 都市整備局 道路部 長寿命化対

策課、西日本高速道路株式会社 九州支社 久留米高速道路事務所 担当課及び北九州高速道路

事務所 担当課が担うものとする。 

 

89720016
テキストボックス
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Ⅲ 規約改正　P46～52差し替え



 
（規約の改正） 

第８条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。ただし、軽微な改正等につい

ては、会議事務局で行い、会議会員に通知するものとする。 

 

（その他） 

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 

 

（附則） 

 本規約は、平成２６年６月３０日から施行する。 

 本規約は、平成２７年１月１５日から施行する。（一部改正） 

 本規約は、平成２８年１月２０日から施行する。（一部改正） 

 本規約は、平成２９年３月 １日から施行する。（一部改正） 

本規約は、平成３０年８月２３日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和元年１１月２８日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和３年１１月２６日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和４年１１月３０日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和５年１１月２１日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和６年１１月 ５日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和７年 4 月 1 日から施行する。（一部改正） 

本規約は、令和７年１１月２８日から施行する。（一部改正） 



別表－１　

所　　属 役　　職

1 会　 長 九州地方整備局 福岡国道事務所長

2 副会長 九州地方整備局 北九州国道事務所長

3 副会長 九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所長

4 副会長 福岡県県土整備部 道路維持課長

5 副会長 福岡市道路下水道局 管理部長

6 副会長 北九州市都市整備局 道路部長

7 副会長 西日本高速道路株式会社九州支社 久留米高速道路事務所長

8 副会長 西日本高速道路株式会社九州支社 北九州高速道路事務所長

9 委　 員 大牟田市 都市整備部長

10 委　 員 久留米市 都市建設部長

11 委　 員 直方市 産業建設部長

12 委　 員 飯塚市 都市建設部長

13 委　 員 田川市 建設経済部長

14 委　 員 柳川市 建設部長

15 委　 員 八女市 建設経済部長

16 委　 員 筑後市 建設経済部長

17 委　 員 大川市 建設課長

18 委　 員 行橋市 都市整備部長

19 委　 員 豊前市 産業建設部長

20 委　 員 中間市 建設産業部長

21 委　 員 小郡市 都市建設部長

22 委　 員 筑紫野市 建設部長

23 委　 員 春日市 都市整備部長

24 委　 員 大野城市 都市整備部長

25 委　 員 宗像市 都市整備部長

26 委　 員 太宰府市 都市整備部長

27 委　 員 古賀市 建設産業部長

28 委　 員 福津市 都市整備部長

29 委　 員 うきは市 建設課長

30 委　 員 宮若市 土木建設課長

31 委　 員 嘉麻市 土木課長

32 委　 員 朝倉市 都市建設部長

33 委　 員 みやま市 建設都市部長

34 委　 員 糸島市 建設都市部長

福岡県道路メンテナンス会議　名簿



所　　属 役　　職

35 委　 員 那珂川市 都市整備部長

36 委　 員 宇美町 都市整備課長

37 委　 員 篠栗町 都市整備課長

38 委　 員 志免町 都市整備課長

39 委　 員 須恵町 都市整備課長

40 委　 員 新宮町 都市整備課長

41 委　 員 久山町 都市整備課長

42 委　 員 粕屋町 道路環境整備課長

43 委　 員 芦屋町 都市整備課長

44 委　 員 水巻町 建設課長

45 委　 員 岡垣町 都市建設課長

46 委　 員 遠賀町 建設課長

47 委　 員 小竹町 建設課長

48 委　 員 鞍手町 都市整備課長

49 委　 員 桂川町 建設事業課長

50 委　 員 筑前町 建設課長

51 委　 員 東峰村 農林建設課長

52 委　 員 大刀洗町 建設課長

53 委　 員 大木町 建設水道課長

54 委　 員 広川町 建設課長

55 委　 員 香春町 建設課長

56 委　 員 添田町 道路整備課長

57 委　 員 糸田町 土木課長

58 委　 員 川崎町 事業課長

59 委　 員 大任町 事業課長

60 委　 員 赤村 産業建設課長

61 委　 員 福智町 建設課長

62 委　 員 苅田町 建設課長

63 委　 員 みやこ町 都市整備課長

64 委　 員 吉富町 建設課長

65 委　 員 上毛町 建設課長

66 委　 員 築上町 建設課長

67 委　 員 福岡県福岡県土整備事務所 副所長

68 委　 員 福岡県福岡県土整備事務所前原支所 支所長

69 委　 員 福岡県久留米県土整備事務所 副所長

70 委　 員 福岡県南筑後県土整備事務所 副所長



所　　属 役　　職

71 委　 員 福岡県南筑後県土整備事務所柳川支所 支所長

72 委　 員 福岡県直方県土整備事務所 副所長

73 委　 員 福岡県京築県土整備事務所 副所長

74 委　 員 福岡県京築県土整備事務所行橋支所 支所長

75 委　 員 福岡県朝倉県土整備事務所 副所長

76 委　 員 福岡県八女県土整備事務所 副所長

77 委　 員 福岡県北九州県土整備事務所 副所長

78 委　 員 福岡県北九州県土整備事務所宗像支所 支所長

79 委　 員 福岡県田川県土整備事務所 副所長

80 委　 員 福岡県飯塚県土整備事務所 副所長

81 委　 員 福岡県那珂県土整備事務所 副所長

82 委　 員 福岡北九州高速道路公社 企画部長

83 委　 員 福岡県道路公社 道路部長

84 九州地方整備局　道路部

85 九州地方整備局　九州道路メンテナンスセンター

86 公益財団法人　福岡県建設技術情報センター

87 九州旅客鉄道株式会社

88 西日本鉄道株式会社

89 平成筑豊鉄道株式会社

90 九州地方整備局　福岡国道事務所　管理第二課

91 九州地方整備局　北九州国道事務所　管理第二課

92 九州地方整備局　有明海沿岸国道事務所　管理課

93 福岡県県土整備部　道路維持課

94 福岡市道路下水道局管理部　道路維持課

95 北九州市都市整備局　道路部　長寿命化対策課

96 西日本高速道路株式会社九州支社　久留米高速道路事務所

97 西日本高速道路株式会社九州支社　北九州高速道路事務所

事務局

オブザーバー
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